
浄化槽使用廃止届出書

　　年　　月　　日


登米市長　殿


管理者　住　　所
氏　　名
電話番号

浄化槽の使用を廃止したので、浄化槽法第１１条の３の規定により届け出ます。

記
	設置場所
	登米市

	設置年月日
	

	使用廃止年月日
	

	処理の対象
	①し尿のみ　　　　②し尿及び雑排水

	廃止した浄化槽の種類・人槽
	

	廃止の理由
	

	廃止後の措置
	①全撤去　　　　　②埋戻し



備考　同一敷地内に、複数の浄化槽が設置されてある場合、廃止した浄化槽が容　　　　　　
　　　易に判断できる書類（図面）を添付すること。



＜浄化槽廃止届出に関する聞き取り事項＞
生活環境の保全、公衆衛生の向上及び事務効率化のため、以下の情報提供に御協力をお願いします。

	１．浄化槽の製造会社名／人槽＊１
	（　  　　　　　　　　）／
（　　　　　）人槽　	

	２．法定検査センター（Tel 022-231-2755）への連絡＊２
　　
	□済み  　
□これから行う　  
□市に連絡代行を依頼したい

	３．保守点検・清掃
	委託業者名
保守点検（　　　　　　　　）
清　　掃（　　　　　　　　）


　　＊１　わかる範囲で結構です。保守点検委託契約書や法定検査結果報告書などを参考にして下さい。
　　＊２　法律に定められた年一回の検査を行なう機関です。（月々の保守点検とは異なります。）浄化槽の使用を再開した場合は、法律に定められた年一回の検査を受検する必要がありますので、御連絡をお願いします。



